
第４０号議案 

 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

令和２年６月８日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 伊 藤  舞 

 

 

 

 

提案理由 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正による通知カードの廃止に伴い，関係規定を整理するため，この条例を制定しよ

うとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

  

  

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例  

  

  

芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

  

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 総務関係 

 （略）    

２ 民生関係 

１ 総務関係 

 （略）    

２ 民生関係 

番号 事務 名称 金額 

１～４ （略） （略） （略） 

５ 削除 

 

 

 

 

 

 

削除 削除 

番号 事務 名称 金額 

１～４ （略） （略） （略） 

５ 行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第７

条第１項に規定する通知カ

ードの再交付（通知カード

の追記欄の余白がなくなっ

通知カードの

再交付手数料

１ 枚 に つ き

５００円 

40-2



改正後 改正前 

 

 

            

６～３５  （略）  （略）  （略） 

 ３ 建設関係～５ その他共通関係 

 （略） 
 

たときその他の再交付がや

むを得ないものとして市長

が認める場合を除く。） 

６～３５  （略）  （略）  （略） 

 ３ 建設関係～５ その他共通関係 

 （略） 

  

附 則                           

  

この条例は，公布の日から施行する。 
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参 照 

 

 

芦屋市手数料条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正による通知カードの廃止に伴い，関係規定を整理するため，この条例を制定

しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び額を定めた規定から，通知カ 

ードの再交付手数料に係る規定を削除する。（別表関係） 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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第４０号議案説明資料


